
令和６年度 学校経営方針 
 

 学校経営の基本方針 
 

日本国憲法および教育基本法をはじめとする教育諸法令等に則り、また、大阪府教育委員会の教育
力向上プラン、枚方市教育大綱、小中一貫教育推進事業目標を踏まえ、本校教育目標の達成のために
日々研鑽に励み、保護者、地域の信頼に応えると共に、人間として調和のとれた生徒の育成に努める。 

 
Ⅰ．校訓・教育目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅱ．具体的な目標・取組 
 

i)  基本姿勢 
 

≪親切に・丁寧に・あきらめず・手間を惜しまず・粘り強く≫ 
① １人１台端末・ICT機器等を活用した授業改善に努め、わかる授業の実現を図る 
② 自他を大切にする心と態度を育み、自己肯定感・自己有用感を持たせる 
③ 自主性や社会性を身につけさせ、生きる力をはぐくむ 
④ 生徒理解に努め、規範意識を培い、いじめのない学校の実現に努める 
⑤ 校区小学校や家庭･地域と連携し、義務教育９年間を見通した教育の充実を図る 
⑥ 生徒･保護者･地域の思いを受け止め、迅速･親切･丁寧な対応に徹する 

 
ii)  本年度の重点目標と方策 

 
① 学力向上 

 言語活動の充実 
 学習評価の充実 
 １人１台端末・ICT機器等を活用した授業改善の推進 
 １人１台端末・ICT機器等を活用した学習習慣の研究 
 １人１台端末・ICT機器等を活用した教科横断学習の研究 
 読書活動、学校図書館の有効活用と言語力の向上 
 学力向上委員会を中心とした学力向上のための組織の充実 
 生徒との関係を向上するための業務改善の推進 

 
(1) 小中一貫教育のもと、9年間を見通した学習規律の定着、学びの連続性の確立、

効果測定等を活用した自学自習力、自尊感情の醸成を図る｡ 
(2) 家庭との連携を強化し、タブレット端末等を活用した学習習慣を定着させるとと

もに、「個別最適な学び」を実現する指導方法等を研究する｡ 

 
校  訓 ・・・ 「 人間尊重 」 
                

教育目標 ・・・     自ら 

        「気づき、考え、動き出す」 
 
          
《めざす生徒像》 

 自ら学び、考え、行動する生徒 
 自他を尊重し、共感し合う生徒 
 健康・明朗で礼儀正しい生徒 

 
《めざす教職員像》 

 生徒と共にある教職員 
 研修し、実践する教職員 
 理想に燃え、創意工夫し、協力する教職員 

 
《めざす学校像》 

 生徒にとって、学ぶ喜びを感じることができる学校 
 保護者・地域にとって、信頼できる学校 
 教職員にとって、やりがいを感じ共に磨きあえる学校 



(3) 「主体的・対話的で深い学び」を促すカリキュラム・マネジメントの実現に向け、
教科部会等を活用した授業研究や校内研修を充実させ、「Hirakata授業スタンダ
ード」（第 3 版）に基づいた授業展開やグループによる言語活動、少人数指導、
効果的な１人１台端末・ICT機器の活用指導方法の研究を行い、授業改善を推進
する｡ 

(4) 学力向上推進委員会を核とし「全国学力･学習状況調査」「大阪府中学生チャレ
ンジテスト」の結果分析及び取組検証により、基礎的･基本的な知識･技能の確実
な習得と思考力･判断力･表現力等を育む。 

(5) 授業規律マニュアルに基づいた指導を徹底する。｢チャイム席の徹底･私語の厳
禁･忘れ物の防止と提出物の徹底回収｣ 

(6) 「１人１台端末・ICT機器等を活用した授業改善」「基礎的、基本的な学力の定
着」「学力・学習調査結果の分析を踏まえた授業方法の工夫改善」「授業力向上
に向けた研究授業の推進」「わかる授業の創出｣に取り組む。 

(7) 学習評価の方法を研究・確立し、指導と評価の一体化を充実させ、指導に生かす。 
(8) 授業や昼休み・放課後の学校図書館利用を推進し、生徒が豊かな心や言語能力、

情報活用能力、問題発見･解決能力を育むことができるよう、司書教諭・学校司
書が連携し、学校図書館の整備･活用を通して読書活動の充実を図る。 

(9) 教科等横断的に情報活用能力の育成を図り、デジタルシチズンシップ教育の取組
を実践する。 

(10) 総合的な学習の時間をはじめとする探究的な学習活動において、生徒が多様な情
報を活用し、異なる視点で意見を交流して互いの考えを深めるなど、協働して取
り組む学習活動を推進する。 

(11) 実生活・実社会のリアルな課題を探究的に解決する課題解決型学習（ＰＢＬ：
Project Based Learning)を充実させ、問題発見・解決能力等を育成する。 

 
② 教育環境整備 

 施設・設備の安全管理･安全点検 
 美化の視点による教育環境の向上 
 清掃活動・ボランティア活動 
 ＰＴＡ・地域との連携 

 
(1) 校舎や各施設、設備、備品等の老朽化、破損、故障等を定期に点検し、学校の安

全性向上を図る。 
(2) 清潔で落ち着いた教育環境を確保・維持するため、日常の清掃活動の徹底や美化

委員会等生徒の活動の活性化、ボランティア活動の推進を図る。 
(3) 校内放送の充実。掲示物等の整理整頓。職員室や各教室の整理整頓。 
(4) ＰＴＡ環境委員会や地域教育協議会等と連携した環境美化活動の創出を図る。 
(5) 今年度実施される、体育館等の施設改造工事を円滑に実施し、教育環境の整備を

図る。 
(6) 学校ブログ等を活用した情報発信に努める。 

 
③ 小中一貫教育 

 推進体制の充実 
 教職員の交流促進 
 小中学校９年間の教育課程の構造的理解 
 「６つの観点」に基づく取り組みの推進 
 事務連携による効率化・円滑化 

 
(1) 小中一貫企画委員会を軸として、校区３校の授業研究や合同研修、交流行事を計

画･実施する。 
(2) 小中学校を義務教育というまとまりとして捉え、「９年間の教育に責任を持つ」

ということを意識したきめ細かな指導の充実を推進する。 
(3) ３校の年間行事計画を早期に交流し、校区カレンダーを作成・配付する。 
(4) 事務連携による教育環境づくりと教育活動支援の充実を図る。 

 
④ 支援教育 

 全校的支援体制の充実 
 生徒の把握と具体的支援 
 小中連携による支援の充実 
 インクルーシブ教育の理念を踏まえた「ともに学び、ともに育つ」教育の充実 
 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」を踏まえた支援教育の充実 

 



(1) 障害のある生徒の保護者の意向を受け止め、十分な配慮のもと支援教育の取組を
推進する｡ 

(2) 支援学級及び通級指導教室における指導内容及び指導時数に留意する｡ 
(3) 障害の状況に応じた適切な教育課程の計画的・系統的な編成を実施する｡ 
(4) 自立活動の充実など指導方法の工夫改善を図る｡ 
(5) 個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成による個に応じた指導を充実さ

せる｡ 
(6) 通常の学級に在籍するＬＤ、ＡＤＨＤ等の特別な教育的ニーズのある生徒の指導

にあたっては、必要に応じて個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成と活
用を進める｡ 

(7) 支援教育コーディネーターを中心とした全校的な支援体制の下の教育活動を展
開する｡ 

(8) ユニバーサルデザインによる授業づくりに取り組むなど、障害のある生徒への全
校的な支援体制を確立する｡ 

(9) 障害のある生徒及び保護者の意向を受け止め、合意形成を図り、基礎的環境整備、
合理的配慮の観点を踏まえた支援教育に取り組む。 

(10)障害者理解教育を推進し、好ましい人間関係の育成を促進する｡ 
(11)保護者や地域に障害者への正しい理解と認識を深めるよう啓発する。 
(12)障害がある生徒の進路について十分な情報提供と進路確保の取組を行う｡ 
(13)支援教育諸学校や関係諸機関等との連携を促進する｡ 
(14)支援学校のセンター的機能に基づく相談・支援を積極的に利用して、校内支援体 

制の充実に努める。 
        (15)LGBTQ等について理解を深め、多様性を認め合う。 

  
⑤ 生徒指導 

 自尊感情を高める生徒指導 
 組織的かつ連携のとれた生徒指導 
 全教職員による情報の共有と一致した指導 
 初期対応と継続指導による事案の早期解決と再発の防止 
 人権尊重の視点を持った生徒指導 
 不登校生徒への支援体制の確立 
 関係諸機関との連携やケース会議等を活用した広い視点での生徒支援 
 ルールづくりに可能な限り生徒を参加させる 

 
(1) 生徒指導主事を中心に組織的な生徒指導体制を確立し、学校が一体となって取り

組む。 
(2) 校内研修を充実させるなど生徒理解力と指導力の向上を図り、生徒の生活実態を

把握し、指導方針を確立する。 
(3) ｢学級経営及び学年経営の充実。様々な体験活動や学級活動、生徒会活動の充実。

クラブ活動の充実。｣等、生徒にとって魅力ある学校づくりを推進する。 
(4) いじめ・不登校・虐待対策委員会、不登校対策支援チーム等の機能の充実・活性

化に努め、「適応指導教室（ルポ）」等との連携を図る。 
(5) 生徒会活動等の自主的な活動を支援するとともに、本校の「いじめ防止基本方針」

を活用し、「いじめは絶対に許されない」という毅然とした姿勢のもと、いじめ
のない学校づくりを推進する。 

(6) 定期的な「生活アンケート」（いじめアンケート）等を活用し、事案の未然防止
や迅速な初期対応を組織的に行う。 

(7) 不登校支援については、未然防止･早期発見･早期対応に努め、家庭訪問等を通じ
て保護者との協力体制を築き、きめ細やかで適切な対応を図るとともに、スクー
ルカウンセラーや不登校支援協力員等と連携し、相談体制の充実、ICT機器の活
用を含む継続的な支援を行う。また、すべての生徒が安心して過ごせるよう、自
己肯定感や自己有用感を高めることや居場所づくり、子どもどうしの絆づくり等、
魅力ある学校づくりを推進する。 

(8) 児童虐待の防止にあたっては、生徒がささいなことでも相談できる体制を充実す
るとともに、子どもの貧困やヤングケアラー等を含め、気になる生徒に対しては
保護者をはじめとする家庭状況を把握するなど、未然防止、早期発見・早期対応
に努める。また、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー等の専門
家や関係機関と連携して進める。 

(9) 各家庭をはじめＰＴＡや地域諸団体、小学校との連携を深め、少年非行問題等の
防止と解決を図る。 

(10) 枚方市教育委員会、大阪府中央子ども家庭センター、枚方市子どもの育ち見守り
センター、枚方少年サポートセンター、枚方警察署及びその他関係諸機関等との



円滑な連携に努め、個々のケースに応じた適切な対応を行う。また、「非行防止
教室」や「薬物乱用防止教室」を開催する等、問題行動の未然防止策を講じる。 

(11) 体罰根絶に向け、「枚方市生徒指導マニュアル」等を活用した生徒を真に大切に
する指導に取り組む。 

 
⑥ 進路指導 

 キャリア教育の推進 
 適切な情報提供と指導 
 情報管理の徹底 
 受検制度変更への対応 

 
(1) 進路指導主事を中心とした校内進路指導体制を確立する｡ 
(2) 生徒・保護者から信頼される進路指導を行う｡ 
(3) 生徒・保護者の希望や主体性を尊重し、情報等の十分な提供を行う｡ 
(4) 適切な説明責任が果たせる評価を行う｡ 
(5) 義務教育９年間の教育活動全体を通じて、勤労観･職業観を育てるキャリア教育

の系統的・継続的な推進を図る｡ 
(6) 生徒の考え方、生き方、職業観、進路選択等を大切にし、人権を十分に配慮した

適切な指導を行う｡ 
(7) 職業体験や職業講話などの地域の人材等を活用した進路にかかわる啓発的な体

験活動を積極的に取り入れ、指導の充実を図る。 
(8) 高等学校等の特色や選抜方法等、資料や情報の収集と提供を行う｡ 
(9) 地域の人材等の活用や職場体験などによる指導を充実させる｡ 
(10)進路指導におけるガイダンス機能を充実させる｡ 
(11)家庭事情や経済的理由により進学を断念することがないよう、奨学金制度等や進

路選択支援事業について周知に努め、生徒及び保護者が活用できるよう適切に指
導する。 

 
⑦ 道徳教育 

 「道徳の時間」の充実 
 小中連携によるカリキュラムの研究と授業公開 
 副読本、資料の活用 
 「心の教育」推進 
 「特別の教科 道徳」の実践 

 
(1) 道徳教育推進教師を核とし、「特別の教科道徳」の全体計画、年間指導計画を作

成し、適切な評価を行う。 
(2) 小中一貫教育における合同研修や公開授業への参加により、教材の活用法を学ぶ

とともに指導力の向上を図る。 
(3) 魅力的な教材の開発や収集及び活用を図る｡府や市の活用事例集等の活用｡  

独自教材の開発。 
(4) 道徳教育を基盤として、豊かな人間性を育む「心の教育」を推進する。 

 
⑧ 人権教育 

 人権尊重の精神に徹した教育活動の推進 
 平和教育、同和教育、男女平等教育、在日外国人教育、障害者理解教育の充実 
 性同一性障害(性別違和)等への理解と配慮 
 「いじめを許さない」人権意識の高揚 
 セクシュアル・ハラスメントに対する意識の高揚 
 児童虐待の防止及び早期対応 

 
(1) 教職員一人一人が、豊かな人権意織・感覚をもって教育活動を展開し、人権尊重

の精神に立った学校づくりを進める｡ 
(2) 生徒が平和の尊さを理解し、国際社会の平和と発展に貢献する態度を身につける

ことができるよう、教育活動全体を通じて平和教育を推進する。 
(3) 障害者やセクシュアル・マイノリティへの理解を深める教育を系統的に実施する。 
(4) セクシュアル・ハラスメントに関しては、相談窓口の機能を充実し、研修を通し

て、人権意織の高揚を図り、定期的な「生活アンケート」を活用した未然防止や
迅速な初期対応に努める｡ 

(5) いじめについては、教職員自らが人権意識を絶えず高めるよう心がけるとともに
人権尊重の精神に徹した教育活動の推進に努める。 

(6) 児童虐待については早期発見を心がけ、発見した場合やその疑いがある場合には、



大阪府中央子どもセンターもしくは枚方市子どもの育ち見守りセンターに速やか
に通告し、教育委員会へ報告する。 
 

⑨ 特別活動・その他の教育活動 
 生徒主体の集団活動・体験活動の充実 
 部活動による意欲向上、責任感・連帯感の涵養 

 
(1) 創意工夫した計画を作成し、生徒の自主的・実践的な活動を促すとともに、楽し

く規律正しい学校生括を築くよう努める。 
(2) 所属感・役割・責任を体得できる活動を促進し、異年齢(縦割り)集団を育成する｡ 
(3) ボランティア活動、自然体験等を通して、豊かな情操を養うよう努める。 
(4) 学級活動等の指導においては、生徒がよりよく考え行動できるよう、適切な情報

提供や説明などの指導・援助を行うガイダンスの機能の充実を図る。 
(5) 部活動については、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資するものであ

り、教育課程との関連が図られるよう留意し、地域等の協力を得ながら部活動指
導協力者の活用を図る。 

(6) 部活動の休養日については、「枚方市中学校部活動方針」に則り、原則週２日以
上とし、週休日（土・日）に１回、平日に１回設ける。また、長期休業中は、連
続５日以上のまとまった休養期間を設ける。 

(7) 入学式や卒業式などにおいては、学習指導要領に基づき、国旗を掲揚するととも
に、国歌を斉唱する。 
 

⑩ 健康教育 
 学校保健会 
 体力向上、心身の健康保持・増進 
 食に関する指導 
 衛生管理、健康管理 

 
(1) 衛生管理の徹底を図り、感染症等の予防に努める。 
(2) 「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果等を分析・活用し、「体力向上

推進計画」を作成し、学校教育活動全体で効果的に取り組むとともに、家庭・地
域と連携して生徒の運動習慣を育むなど、体力向上の取組を推進する。 

(3) 全学年で体力テストを実施し、体力状況を把握した上で目標を設定し、その達成
に向けた体力づくりの取組を推進する。 

(4) 体育活動中の事故防止対策について、施設や用具等の安全点検を行い、生徒に対
し、安全のためのルールや決まりを順守するよう指導の徹底を図る。 

(5) 家庭・地域と連携して、生徒自らが食事、運動、休養・睡眠の「健康 3原則」等
の望ましい生活習慣を確立するよう指導する。 

(6) 食に関する指導を教育課程に位置づけ、全体計画を作成し、望ましい食習慣の形
成を図る。また、学校教育自己診断等を活用して食育を評価し、食育の推進体制
や指導内容の改善を図る。 

(7) 性教育、エイズ教育、がん教育については、研修を深め、発達段階に応じて保護
者の理解を十分に踏まえ、組織的・計画的に集団指導と個別指導を効果的に組み
合わせ指導する。 

(8) 学校生活における健康管理に配慮し、特に熱中症事故の防止については、気温だ
けでなく湿度等の環境に留意し、水分補給等十分な対策をとる。 
 

⑪ 危機管理･情報管理 
 危機管理マニュアルの周知徹底 
 安全教育・防災教育推進 
 個人情報の適切な管理・運用・保管 
 徴収金等の適正管理の徹底 

 
(1) 計画的に交通安全指導を行う｡ 
(2) 実効性のある危機管理マニュアルを作成し、不審者の侵入や事故等に対する連絡

体制を確立する｡ 
(3) 安全な学校環境を保持するため、定期的に安全点検を実施し、事故の未然防止に

努める｡ 
(4) 生徒が自ら危険を回避する力を育成する安全教育の充実を図る。 
(5) 登下校の安全指導、交通安全教室の活用等、計画的な交通安全指導を行う。 
(6) ＡＥＤの使用を含めた「救命救急マニュアル」等の改善、安全に関する研修を実

施するとともに、安全確保に向けた取組を実施する。 



(7) 災害や不審者等に備えた安全教育を充実させ、家庭との連絡方法・登下校の安全
確保等も含めた実践的な防災・防犯訓練等を実施し、常にその改善に努める。さ
らに、保護者や地域の関係団体等の協力を得て、地域と一体になった安全確保の
取組を推進する。 

(8) 情報公開条例及び個人情報保護条例の趣旨に基づいた教育情報の作成・保管・保
存の校内体制を確立する。また、「枚方市立学校情報セキュリティポリシー」に
基づいて管理を行う。 

(9) 枚方市立学校園徴収金事務取扱要項に則り、学校における徴収金事務を適正に取
扱うため、全教職員を対象に校内研修を実施し、管理の徹底を図る。 
 

⑫ 研修・人材育成 
 指導力向上（学習指導・生徒指導） 
 府・市主催研修会参加 
 先進校視察 
 校内研修推進 
 ＯＪＴの推進 
 服務の徹底 

 
(1) 校内研修は学校の課題などを踏まえ、教科指導の内容・方法について公開授業を

実施するなど授業研究に努める。また、夏季休業期間等の積極的活用を図り、生
徒指導、人権教育、情報モラル教育、ICT機器の効果的活用などの研修をはじめ
年間を通して組織的・計画的に実施する。 

(2) 教職員の資質・能力を高めるため、専門研修に積極的に参加する。先進校の優れ
た取組を視察する。また、授業の達人養成・教科研究講座等を活用し、実践的か
つ高い指導力のある優れた教職員の育成に努める。 

(3) 個に応じた指導の充実のため、学習内容の習熟の程度に応じた指導、生徒の興
味・関心等に応じた課題学習、補充的な学習や発展的な学習などについて、指導
方法等の研修の充実を図る。 

(4) 初任者研修・10年経験者研修は、年間を通し適切な指導・助言・支援のもとで、
組織的・計画的に実施する。 

(5) 教育を通じた市民全体への奉仕者であることを自覚するとともに、服務規律の遵
守を徹底し、教職員としての倫理観の確立に努め、体罰、セクハラ、パワハラ、
個人情報漏洩等不祥事の未然防止を図る。 

(6) 勤務時間の適正な把握・管理を行い、教職員の健康の保持と快適な職場環境形成
のための働き方改革を推進する。 

 
⑬ 家庭･地域連携 

 授業参観等を活用した開かれた学校づくり 
 ＰＴＡ・地域行事への参加 

 
(1) 保護者や地域の関係諸団体等の協力を得た、地域一体となった安全確保の取組を

推進する｡ 
(2) 公開授業や自由参観期間の設定など、保護者や地域の人が参加しやすい工夫をす

る｡ 
(3) 教職員のＰＴＡや地域の諸活動への協力、交流を促進する｡ 
(4) 各種施設等を活用した体験的な学習やボランティア活動など、実践的な体験を通

した教育活動を推進する｡ 
(5) 学校ブログ等を活用し、教育活動に関する情報を保護者や地域へ積極的に提供す

る｡ 
(6) 学校評価について、学校評議員及び保護者から提言や評価をいただき、｢学校教

育自己診断｣等を活用して、家庭や地域との相互理解を深める。 
(7) 各家庭・ＰＴＡや地域諸団体との連携を深める学校体制づくりを推進する｡ 
(8) 幼稚園や小学校と連携し、地域教育協議会への協力に努める。 


